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Ⅰ 総論 

１．計画の目的 
急速な少子化の進行は、持続的な社会経済の発展に深刻かつ多大な影響を及ぼすことか

ら、未来を担う子どもたちが健やかに生まれ育つ環境の実現に向けて、職場、家庭、地域な
どが取り組んでいかなければなりません。 
 

本市は「次世代育成支援対策推進法1」（以下、次世代法）及び「女性の職業生活における
活躍の推進に関する法律2」（以下、女性活躍推進法）に基づき、一事業主としての立場にお
いて、その責務3を果たすために、平成１７年度（２００５年度）以降「宝塚市特定事業主
行動計画」を定め、取組を進めてきました。 
 

前計画期間の終了により、新たに作成する「宝塚市第３次特定事業主行動計画」では、社
会環境の変化や職員の意識・実態などの現状と課題を明らかにし、これまでの取組の一層の
充実を図るとともに、全職員が希望に応じた働き方を実現し、地域社会から期待される役割
を果たしつつ、働きがいを感じながら活躍できる、また互いが大切な仲間として助け合う、
風通しの良い職場づくりを引き続き推進します。 

 

２．計画期間 
本計画は、令和８年（２０２６年）４月１日から令和１３年（２０３１年）３月３１日まで

の５年間を前期の計画期間とし、前計画期間の結果を分析、検証し見直しを行うものです。 
 

３．計画の位置づけ 
本計画は、次世代法並びに女性活躍推進法に基づく特定事業主行動計画として位置づけま

す。 

 
1 次世代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、育成される環境を整備する目的で、平成１７年４月１日から施行。時限立法である法律で、２度の法改

正により、有効期限は令和１７年３月３１日まで延長となっている。 
2 豊かで活力ある社会の実現に向けて、働くことを希望する女性の活躍の一層の推進を図る目的で、平成２８年４月１日から施行。時限立法である法律

で、2 度の法改正により、有効期限は令和１８年３月３１日まで延長となっている。 
3 次世代法及び女性活躍推進法に基づき、計画の策定と取組の推進が義務付けられている。平等の原則及び成績主義の原則といった公務員法制等に

留意しつつ、公的部門の取組として、一般事業主を率先垂範する立場にある。 
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４．計画の推進   
計画の着実な実行のため、次の方策を講じます。 

（１）  「行動計画策定・推進連絡会の活用」 
各任命権者における⼈事担当課⻑を構成員とした行動計画策定・推進連絡会を活用し、

効果的に推進します。 
（２）  「職員への周知徹底」 

行動計画の内容をわかりやすく解説したパンフレット等を作成、配付するとともに、
職場全体の意識啓発のため、職員研修を実施します。 

（３）  「実施状況の公表」 
状況把握項目及び情報公表項目を公表し、取組の見直しに反映させます。また、行 

動計画の取組状況をグループウェアやホームページで公表します。 
  
   
 

令和８年（２０２６年）４月 
                       宝塚市⻑   
                       宝塚市議会議⻑ 
                       宝塚市選挙管理委員会 
                       宝塚市代表監査委員 
                       宝塚市公平委員会 
                       宝塚市農業委員会 
                       宝塚市固定資産評価審査委員会 

宝塚市教育委員会 
                       宝塚市消防⻑ 
                       宝塚市上下水道事業管理者 
                       宝塚市病院事業管理者 
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Ⅱ 計画の策定にあたって 
 今回、新たな計画の策定にあたり、令和３年度（２０２１年度）から令和７年度（２０２５
年度）までの前計画策定以降の取組について、振り返りと成果分析を行います。また併せて
職員アンケートを実施し、行動計画の認知度、職場風土等に関する意識の調査を行うことに
より、課題を把握します。 
 

１．前計画策定以降の取組の振り返り 
 
（１）行動計画推進に資する制度の整備 
  前計画期間中には、主に下記の制度を導入しました。 
 

 ・ 子の看護休暇の対象範囲拡大（令和 3 年 7 月〜） 
  ・ 結婚休暇の取得期間拡大（令和４年３月〜） 
  ・ 出生サポート休暇の導入（令和 4 年 3 月〜） 
  ・ 妊娠又は出産等についての申出があった場合における措置及び 

勤務環境の整備に関する措置の整備（令和 4 年４月〜） 
  ・ 育児休業の取得回数制限の緩和（令和４年１０月〜） 
  ・ 育児参加休暇の取得期間拡大（令和４年１０月〜） 
  ・ 時差出勤勤務制度の利用目的の緩和（令和５年６月〜） 
  ・ 在宅勤務制度の利用要件及び利用目的の緩和（令和５年９月〜） 
  ・ ⾼齢者部分休業制度の導入（令和６年４月〜） 
  ・ ノー残業デーの完全実施日（定時だヨ！全員退庁）の導入（令和６年８月〜） 
  ・ 育児を行う職員の時間外勤務の制限の対象職員を拡大（令和 7 年 4 月〜） 
  ・ 子の看護等休暇の取得事由拡大（令和 7 年 4 月〜） 
  ・ 育児部分休暇の取得要件の緩和（令和 7 年 4 月〜） 
  ・ 配偶者等が介護を必要とする状況に至った職員に対する意向確認等 

及び勤務環境の整備に関する措置の整備（令和 7 年 4 月〜） 
  ・ 部分休業制度の取得パターン多様化（令和 7 年１０月〜） 
  ・ 介護時間の取得要件の緩和（令和 7 年１０月〜） 
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R2 R3 R4 R5 R6

男性 16.1% 26.5% 44.0% 49.3% 78.9%

女性 100% 100% 100% 100% 100%

（２）取組成果の分析（情報公表項目から）4 
ア．男女別育児休業取得率（各年度末時点の新規取得者割合） 

前計画策定時、男性の育児休業取得率について、目標値を３０％に引き上げています
が、取得率は年々上昇しており、目標値は達成できている状況です。 

なお、令和５年（２０２３年）１２月に閣議決定された「こども未来戦略」において、
国・地方の公務員（一般職）に係る男性の育児休業取得の政府目標が令和７年度（２０
２５年度）で１週間以上の取得率８５%、令和１２年度（２０３０年度）で２週間以上
の取得率８５%に設定されたため、本市もこれに合わせる形で、２週間以上の育児休業
取得率を算出することとし、目標値についても上方修正します。（詳細は１５ページ注
釈参照） 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
4 女性活躍推進法では、特定事業主行動計画の取組の実施状況の公表（法第１９条第６項）及び女性の職業選択に資する情報の公表（法第２１条）が義

務付けられており、本市でもホームページ上で毎年公表を行っている。なお、令和５年４月１日からは、同法及び女性の職業生活における活躍の推進に

関する法律に基づく特定事業主行動計画の策定等に係る内閣府令に基づき、職員の給与の男女の差異（内閣府令第７条第１項第１号イ）の公表が義務

付けられており、これについても令和４年度分より実績値を公表している。 
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R2 R3 R4 R5 R6

事務職 47.4% 41.7% 62.5% 51.6% 67.6%

技術職 40.0% 20.0% 100.0% 0.0% 40.0%

保健師 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

保育士 83.3% 100.0% 83.3% 100.0% 100.0%

会計年度（月額） 80.0% 88.9% 100.0% 61.1% 92.9%

R2 R3 R4 R5 R6

男性 14年11か月 15年3か月 15年1か月 14年6か月 15年6か月

女性 14年5か月 14年5か月 14年6か月 13年3か月 14年3か月

R2 R3 R4 R5 R6

45.8% 39.0% 65.4% 44.4% 64.1%

イ．採用者に占める女性割合（各年度末時点） 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

ウ．女性職員の採用割合（採用者に占める女性割合（職種別）） 
（各年度末時点） 

 
 
 
 
 
 
 

エ．男女別平均勤続年数 
  
 
 
 

平均勤続年数を経年で見ると、男女とも大きな変動はありません。また、女性の平
均勤続年数は、男性と比較するとやや短くなっていますが、大きな差異は見られま
せん。 
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R2 R3 R4 R5 R6

24.5% 23.6% 22.5% 20.5% 20.7%

オ．管理職に占める女性割合（各翌年度４月１日時点） 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

女性管理職の割合は低下傾向です。これには以下のような理由が考えられます。 
    ・過去の職員採用抑制の影響により、課⻑級になることが多い４０代において、女性職

員が少ないこと。 
    ・晩婚化、出産年齢の⾼齢化により、子どもの成⻑に伴い育児負担が軽くなる時期が、

３０代後半から４０代となり、昇格に影響している。 
 

２．アンケート実施結果と課題の把握 

 
新たな計画の策定にあたり、全職員を対象に行動計画の認知度、職場風土等に関する職員ア

ンケートを実施し、主に次のような課題を把握しました。 
（アンケート回答者数 1,119 名、回答率 27.6％。アンケート結果は別紙のとおり。） 

 
課題１ 取組及び制度の周知不足 
 特定事業主行動計画の認知についての設問で、「知っている」、「ある程度知っている」を合
わせて１６．１％（前回１３．２％）とわずかに上がりましたが、まだ低い状況です。今後も
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あなたの職場において妊娠中や育児中の職員に対して必要な配慮が行われていると思いますか。

あなたは、「特定事業主行動計画」を知っていますか。

知っている 知らない

どちらとも言えない 未回答、回答選択肢誤り等

行われていると思う 行われていると思わない

どちらとも言えない わからない

未回答、回答選択肢誤り等

引き続き新任職員研修やパンフレット配布等をとおして、取組及び制度周知に取り組みます。
加えて、計画内容が分かる副題をつけるなどにより、計画の認知度向上に努めます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

課題２ 妊娠中や育児中の職員に対する適切な業務分担による休みを取りやすい 
環境づくり 

 職場における妊娠中や育児中の職員に対して必要な配慮については「行われていると思う」、
「ある程度行われていると思う」を合わせて、８１．７％（前回６７．９％）と大きく改善し
ています。特に男性職員における伸びが大きく、男性の育児休業取得率の上昇にも繋がって
いるものと考えられます。 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 

 
これに対して、必要な配慮が「あまり行われていると思わない」、「行われていると思わな

全職員 
 

全職員 
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育児休業を取得しなかったのはどのような理由からですか。

必要な配慮が十分に行われていないと思う理由として、あなたの考えに最も近いものを1つ選んでください。

2020年度調査

2025年度調査

21.2%

23.0%

12.0%

8.7%

2.6%

0.4%

9.3%

28.0%

10.2%

2.2%

35.1%

24.2%

16.6%

7.9%

4.3%

0.3%

9.6%

32.5%

10.6%

0% 10% 20% 30% 40%

職場に迷惑をかける

配偶者が育児をしていた

収入減となる

業務を一定期間離れることに対する

不安があった

上司が難色を示した

家族に反対された

制度を知らなかった

制度がなかった

その他

未回答、回答選択肢誤り等

2020年度調査

2025年度調査

い」の回答理由については、「妊娠中や育児中の職員の業務分担」を理由とする回答が４０．
４％、また、子どもが生まれたことがある男性職員が育児休業を取得しなかった理由として
は「職場に迷惑をかける」が３５．１％となっており、適切な業務分担、代替職員の配置等に
より休みを取りやすい環境、雰囲気づくりが課題と考えられます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

課題３ 時間外勤務の縮減、働き方改革の推進 
時間外勤務の状況は、「昨年度と比較して変わらない」が５５．９％、年休の取得状況は昨

年度と比較して「昨年度とほぼ同程度取得できている」が６８．０％となっています。また、
仕事と生活の両立が取れていると感じているかについては、「感じている」が７３．５％（前
回７１．８％）となっていますが、一般職、また特に女性職員においてはこの割合がやや低

全職員 
 

子が生まれたことがある男性職員 
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仕事と生活の両立が出来ていないと感じるのは、どのような理由からですか。

2020年度調査

2025年度調査

感じている 感じていない

どちらとも言えない 未回答、回答選択肢誤り等

感じている 感じていない

どちらとも言えない 未回答、回答選択肢誤り等

下しており、その主な理由は「勤務時間外に対応せざるを得ない業務がある」、５４．９％（前
回３４．４％）、「休暇が取りにくい環境にある」４３．１％（前回３１．１％）、「業務量が多
く、家事や育児、介護等に支障が生じている」３３．３％（前回３９．３％）となっていま
す。時間外勤務の縮減や年休の取得推進には、「事務の簡素化、合理化」「業務遂行体制の工
夫、事業の見直し」が有効と考えられており、引き続き時間外勤務の縮減に努めるとともに、
業務の標準化の推進等、働き方改革の推進が必要と考えられます。 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
全職員 

女性職員・一般職 
 

女性職員・一般職 
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持っている 持っていない

考えたことがない 未回答、回答選択肢誤り等

持っている 持っていない

考えたことがない 未回答、回答選択肢誤り等

課題４ 自身のキャリアプランを持つ機会の不足 
キャリアプランを持っているかについては、令和４年度（２０２２年度）からのキャリア

研修の開始等によるものか、前回調査時より、「持っている」の回答割合が増加し、４１．３％
（前回３７．０％）、「持っていない」「考えたことがない」が５８．７％（前回５８．６％）
となっています。女性職員、また特に一般職に着目すると、「持っている」が３０．９％（前
回３０．７％）、「持っていない」「考えたことない」が６９．１％（前回６９．３％）と、「持
っていない」「考えたことがない」の回答割合が、特に多くなっています。 

 
 
   
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

一般職の女性職員がキャリアプランを持っていない理由については、主には「自分がどの
分野に適性があるかわからない」３０．３％、「出産や育児、介護等の事情があり、具体的な
キャリアプランが立てられない」２８．３％となっていますが、さらに３０代の職員に着目
すると「出産や育児、介護等の事情があり、具体的なキャリアプランが立てられない」の割
合が５１．５％と、他の年代に比べ多くなっており、ライフイベントの集中する時期の影響
が窺われます。 

あなたは、仕事でのキャリアプランを持っていますか。 
全職員 
 

女性職員・一般職 
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キャリアプランを持っていないのは、どのような理由からですか。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

また、「今後、より責任のある職につきたいか」については、全体では「どちらかといえば
そう思わない」「そう思わない」が６８．７％（前回６２．０％）とやや増加し、特に女性職
員において、その割合が⾼くなり、８５．１％となっています。 

さらに、「責任のある職につきたいと思わない理由」については、男性職員においては「責
任のある職に魅力を感じない」３９．４％、「自分の能力に自信がない」３２．５％、「給与面
が仕事内容と釣り合わない」２８．２％が主な理由となっていますが、女性職員においては
「責任のある職に魅力を感じない」及び「自分の能力に自信がない」３６．５％、「家事、育
児、子育てとの両立が困難」２４．５％と、その理由の１つに男女による差が見られます。 

今後のさらなる男女共同参画社会において、家事、子育て等を行いながらも、自分のキャ
リアを考えることができる環境づくりが課題と考えられます。 
  

女性職員・一般職（年代別） 
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あなたは今後、より責任のある職につきたいと思いますか。   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
男性職員 

 
女性職員 

全職員 
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男性職員 

2020年度調査

2025年度調査

2020年度調査

2025年度調査

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 以上４つを主な課題として捉え、次のとおり、計画を策定します。 

  

責任のある職につきたいと思わないのは、どのような理由からですか。 

 

女性職員 

※「給与面が仕事内容と釣り合わない」の回答選択肢は 2025 年度調査にて新設 
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Ⅲ 具体的な計画内容・計画期間の目標 

１．子育てにやさしい職場をめざして 

    （関連する法律・計画等：次世代法、女性活躍推進法） 
育児は喜びや楽しみがある反面、大変なこともあり、⽗⺟が共に、積極的に育児に関わる

こと、また家族のサポートだけではなく、職場のサポートも必要です。 
加えて、さらに広い視点で社会全体を見ると、固定的な性別役割分担意識を背景に、育児

等家庭責任の多くを女性が担ってきた経緯を踏まえ、女性が仕事と家庭の両立を図りながら
活躍するためには、これからはより一層、男性が家族の一員としての役割を果たすことが求
められます。本市においても職員の意識改革を行っていく必要があります。 

以上のことから、将来を担う子どもたちが健やかに育つよう、子育て期の職員に対して職
場全体で理解し、協力するとともに、男性職員も積極的に休暇を取得・活用し、育児に関わ
りましょう。 

 

（１）子育てに関する情報の周知・意識啓発 
【人事担当課】 

各種の休暇制度、出産費用の給付などの経済的支援措置などについて、その説明や
利用方法について記載したパンフレットをグループウェアのライブラリに掲載しま
す。また、職員研修において、妊娠中や出産後の職員に対して就労上配慮すべき点や、
ワーク・ライフ・バランスの実現、男性の育児参加などをテーマとする研修や講演会
を開催し、全職員が子育てしやすい職場の環境づくりに取り組めるよう、意識啓発に
努めます。 

 

（２）子育てに関する各種休暇等の取得促進 
ア．育児休業を利用しやすい環境づくり 

【子どもが生まれる予定の職員】 
育児休業は子育て目的の休暇の中でも特に⻑期間取得可能な休暇制度であり、じっ

くり育児に関わることができる制度です。自身又は配偶者の出産予定日が分かった際
には、妊娠初期から周囲の職員の理解や協力を得られるよう、また自身の受けもつ仕
事をスムーズに引き継げるよう、早めに所属⻑に報告し、積極的に制度を活用しまし
ょう。 
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【所属⻑】 
令和４年度（２０２２年度）から、育児・介護休業法の改正に伴い、本⼈又は配偶者

の妊娠・出産等を申し出た労働者に対して、育児休業制度等の周知及び休業の取得意
向の確認が義務化されています。職員から妊娠・出産等についての報告があった場合
は、所属⻑は育児に関連する諸制度の案内、また育児休業の取得予定について確認を
行い、⼈事担当課へ報告しましょう。併せて、出産補助休暇や育児参加休暇、年次休
暇などを取得できるように、職場内での協力体制を整え、⼈員代替の確保が必要とな
る場合には、⼈事担当課と調整を図りましょう。 

【周りの職員】 
子育ての大変さと、子育てには職場全体でのサポートも必要であることを理解し、

事務分担の見直しなどに積極的に協力しましょう。 
【人事担当課】 

育児休業の取得に際し、課内の⼈員配置等の工夫だけでは育児休業を取得しよう
とする職員の業務を代替することが困難であるときは、適切な代替職員の確保に努
め、育児休業の取得の促進を図ります。 

 
以上の取組を通して、育児休業取得率の目標を以下のとおり設定します。 

【目標設定】 

 育児休業取得率 

（令和６年度新規取得者） 
目  標 

女性 １００% １００％ 

男性 ７８．９％ ８５％（２週間以上）5 

 
（参考）男女別育児休業取得者数及び平均取得日数（令和６年度新規取得者） 

 出産した女性職員、又は配偶

者が出産した男性職員 
育児休業取得⼈数 平均取得日数 

女性 ６０⼈ ６０⼈ ７４８．２日 

男性 ３８⼈ ３０⼈ ９５．９日 

 

 
5 令和５年１２月に閣議決定された「こども未来戦略」では、少子化傾向に歯止めをかけるための具体的な施策として「共働き・共育て」が掲げられ、国・地

方の公務員（一般職）に係る男性の育児休業取得の政府目標について、令和７年度に８５%（１週間以上）、令和１２年度に８５%（２週間以上）に引き上げら

れた。本市もこれに合わせる形で、育休の２週間以上の取得率を算出することとし、目標値についても上方修正する。なお、令和８年度から令和１１年度に

ついては令和５年度の実績から目標までの差を平均化して徐々に目標値を上げていく。（２週間以上の取得率の目標値（予定）： 令和８年度６０％、令和９

年度６６％、令和１０年度７２％、令和１１年度７８％、令和１２年度８５％） 
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（参考）男性職員の配偶者出産休暇取得者数及び平均取得日数（令和６年度新規取得者） 
 取得者数 平均取得日数 

出産補助休暇 ２１⼈ １．７日 

育児参加休暇 １５⼈ ２．２日 

 
イ．職場復帰しやすい環境づくり 

【所属⻑】 
復帰する職員に対して、どのような情報を必要としているのかを把握し、定期的な

情報提供に努めましょう。職員の職場復帰時は、育児に関する休暇や部分休業等の制
度を利用しすいように、必要に応じて事務分担を変更するなど、環境の整備に努めま
しょう。 

【周りの職員】 
復帰後、休暇等から職場復帰した直後の職員は、業務に慣れるのに時間がかか     

るうえ、子どもの急な病気などにも対応しなければならない場合があります。子育て
と仕事を両立することへの不安を和らげ、円滑に職場復帰することができるよう、事
務分担などについてよく検討し、職場全体でサポートしましょう。 
【人事担当課】 

  育児休業中の職員は、⻑期間職場から離れることになるため、孤独や不安を感じが
ちです。こうした不安を緩和させるため、E ラーニング研修の提供等により、育児休
業中の自己啓発を支援します。 

 
ウ．その他子育て目的の休暇等が取得しやすい環境づくり 

（部分休業、子の看護休暇等） 
 【子育て中の職員】 

制度の利用を希望する職員は、早めに所属⻑に報告・相談しましょう。なお、制度
の利用は、周囲の協力があって成り立っています。職場内で業務進捗の情報共有や仕
事の可視化に努めるなど、自分がいない間の業務に支障が出ないようにしましょう。 
【所属⻑】 

相談を受けた所属⻑は、課内の事務分担の見直しや課内応援体制の検討など、職場
全体で職務のフォロー体制の確立に努めましょう。 
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【周りの職員】 
子育て中の職員は、子どもの急な病気や保育園への送迎等の対応が生じるため、残

業や休暇に対する配慮も必要となります。職員の業務状況に気を配り、声掛けや、休
暇取得時の業務支援をしましょう。 

 

（３）不妊治療を受けやすい職場環境の醸成 
（出生サポート休暇の取得促進） 

【所属⻑】 
男女問わず不妊治療を行っている所属職員から相談を受けた場合は、プライバシ

ー保護の観点から情報の取扱いに十分留意するとともに、職員が治療に必要な期間
の休暇が取得できるよう配慮しましょう。 
【周りの職員】 

不妊治療は、検査や治療のために頻繁な通院や手術が必要となる場合があり、多く
の時間を要するとともに、身体面や精神面、金銭面など、男女ともに大きな負担が生
じます。治療のための休暇は計画的に取得することが難しいことを理解し、治療を必
要とする職員が、気兼ねなく治療に専念できる職場づくりを推進しましょう。 

 

（４）妊娠中及び出産後の女性職員への配慮 
【女性職員本人】 

⺟性保護や各種制度の活用のため、また業務の調整のためにも、できるだけ     
早く所属⻑に報告しましょう。なお、妊娠中及び産後１年未満の女性職員は、深夜勤
務及び時間外勤務の制限、妊娠中の職員の通勤緩和、業務軽減、保育に関わる時間の
休暇などの制度で保護されています。各制度を理解し、適正に利用しましょう。 
【所属⻑】 

報告を受けた所属⻑は、健康状態や子育てに関する本⼈の意向等を把握し、     
職場の応援体制や事務分担の見直しを検討するなど、必要な措置を講じましょう。
また、⼈員代替の確保が必要となる場合には、⼈事担当課と調整を図りましょう。 

【周りの職員】 
妊娠中の職員の健康や安全に職場全体で配慮するとともに、妊娠中の職員の担当

している業務が過度の負担とならないよう、連携して業務を行いましょう。 
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２．誰もが働きやすい職場をめざして 

（関連する法律・計画等：次世代法、女性活躍推進法） 

全ての職員が仕事もプライベートも充実した生活を送ることができる職場環境づくりを目
指すため、職場優先の環境や固定的な性別役割分担意識を解消し、男性職員の家庭生活への
積極的な参加促進を周知するとともに、管理職員等に対しても意識啓発の取組を進めます。 
 
（１）時間外勤務の縮減 

ア．勤務状況の把握 
【人事担当課】 

各部署における時間外勤務状況を把握し、各部署へのヒアリングと対応、また時間

外勤務削減への意識啓発を行います。 
【所属⻑】 

職員の業務の繁閑の把握に努め、業務分担の偏りをできる限りなくすよう配慮す
るとともに、職員相互の協力体制をとり、勤務時間内に業務が終了できるようにしま
しょう。なお、子育て中の職員に対しては、育児・介護休業法により、「小学校就学
の始期に達するまでの子を有する職員は、請求により深夜勤務が免除され、時間外勤
務が制限される」ことや、「３歳未満の子を有する職員は、請求により時間外勤務が
免除される」ことに留意してください。 
 

イ．事務の簡素合理化の推進 
【所属⻑】 

事務事業等の実施の際には、目的妥当性、有効性、効率性等について十分検討の上
実施し、PLAN（計画）-DO（実行）-CHECK（評価）-ACTION（改善）のサイクル
に基づき、業務を継続的に見直しましょう。また各業務内容の把握に努め、ＢＰＲ
（Business Process Re-engineering）を意識した組織運営に取り組みましょう。 

【全職員】 
定例的・恒常的な業務については、業務マニュアルを作成・活用するなど、業務の

効率化、標準化に努めましょう。また、会議・打合せについては、極力開催回数を抑
え、冗⻑なものとならないよう、効率的に開催しましょう。 
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年月 時間外勤務時間 職員数 平均時間 45H超（職員数）
令和6年4月 23,085 2,269 10.2 69
令和6年5月 19,599 2,267 8.6 33
令和6年6月 19,881 2,269 8.8 27
令和6年7月 19,428 2,271 8.6 24
令和6年8月 15,063 2,269 6.6 13
令和6年9月 17,582 2,280 7.7 19

令和6年10月 20,813 2,278 9.1 36
令和6年11月 17,851 2,273 7.9 26
令和6年12月 18,374 2,273 8.1 17
令和7年1月 18,420 2,275 8.1 19
令和7年2月 17,304 2,275 7.6 19
令和7年3月 21,184 2,274 9.3 34

年度合計 228,584 27,273 8.4 336

ウ．ノー残業デーの周知徹底 
【人事担当課】 

ノー残業デーの実施の徹底のため、各次⻑・室⻑をノー残業デー推進責任者とし、
実施要領を定めるとともに、各部署におけるノー残業デーの時間外勤務実施状況を
把握します。ノー残業デー当日は庁内放送等により、速やかな退庁を促します。また、
毎月第３水曜日をノー残業デーの完全実施日として、職員の完全定時退庁に取り組
みます。 

【所属⻑】 
所属⻑は、ノー残業デーの実施を徹底するとともに、日頃から業務の進行管理を行

い、他の勤務日にその影響を及ぼさないように、業務の調整を行いましょう。 
【全職員】 

「健全な家庭生活を営むための時間を確保し、職員の健康を保持することによっ
て公務能率の増進を図る」というノー残業デーの趣旨を十分理解し、計画的に業務を
行いましょう。 

 
     （参考）令和６年度月別平均時間外勤務 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     ※全職員数は管理職、非常勤特別職、会計年度任用職員を除く ※企業会計を含む 

 
（２）健康管理 

【人事担当課】 
職員が能力を最大限に発揮し、健康で働き続けることのできる職場環境づくりが

重要であると位置づけ、ストレスチェックの適切な実施と活用をはじめとする専門
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的な支援体制を構築し、健康管理体制のより一層の充実を目指します。 

【所属⻑】 
職員の心身の健康状態に常に配慮し（ラインケア）、不調の未然防止に努め、健康

相談室と連携を図るなど、早期対応を心がけましょう。⻑時間労働の是正やハラスメ
ント防止に加え、ストレスチェック結果を活用した職場環境の改善など、働き方改革
を推進する視点を持って積極的に取り組みましょう。   

【全職員】 
疾病の早期発見と予防、ワーク・ライフ・バランスの実現に向けた計画的な休暇取

得などを通じて「自分の健康は自分で守る」という意識を持ちセルフケアを徹底しま
しょう。健康に不安を感じた場合や、職場環境で困っていることがある場合は、早め
に健康相談室や所属⻑へ相談しましょう。 

    

（３）休暇取得の促進 

ア．年次有給休暇の取得促進 
労働基準法により、全ての企業において、年１０日以上の年次有給休暇が付与される

労働者に対して、年次有給休暇の日数のうち年５日については、使用者が時季を指定し
て取得させることが義務付けられています。本市においても、対象の職員は年５日の取
得を義務付けており、年１０日以上の取得を目標としています。 

【全職員】 
年間の業務スケジュール等を踏まえ、自らの生活サイクルに応じて計画的に休暇

を取得するよう努めましょう。 

【所属⻑】 
職場会議などを通じて、年次休暇の計画的な取得について啓発するとともに、自ら

も計画的に年次有給休暇を取得するなど、休暇を取得しやすい職場の環境づくりに
努めましょう。また、職員が子どもと関わる時間を十分に取れるよう、子育て中の職
員に対しては、家族の記念日や授業参観日等に年次休暇を取得するよう促しましょ
う。 

 

（４）ハラスメントの防止 
ア．あらゆるハラスメント行為の防止に努め、相談体制を確立 

【人事担当課】 
ハラスメント防止研修をすべての職員を対象に実施し、職員がハラスメント予防

やその対処に関する正しい知識を持てるようにします。また、ハラスメント等に関
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（⼈）
R2 R3 R4 R5 R6

125 145 134 181 145

する相談窓口を設け、様々な相談に応じる体制を整えます。 
なお、職員アンケートによると、ハラスメント相談窓口の存在については、職員の

７８．２％が「知っている」と回答しており、またハラスメントを受けた時、見聞き
したときは、窓口に「相談しようと思う」が７８．３％となっています。一方、窓口
の存在を知っているが相談方法を知らない、またプライバシーが守られるかの不安
等から、相談をためらわれるといった回答も見られました。このことから、相談窓口
の存在と相談フロー、相談内容の共有範囲などを具体的に周知し、一層の防止に努め
ます。   

【所属⻑】 
日頃からハラスメントのない職場づくりを意識し、職場全体でコミュニケーショ

ンを取り合い、気持ちのよい職場づくりを心がけましょう。 
【全職員】 

お互いの⼈格を尊重し、理解し、支えあう風通しのよい職場づくりを心がけましょ
う。 

 
（参考）ハラスメント防止研修の実施結果（参加者数） 

  
 
 
 

（５）柔軟な働き方の推進 
ア．柔軟な働き方実現のための各種制度の活用 

【人事担当課】 
子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現し、誰もが意欲や能力を発揮し、働くことが

できるよう、時差出勤制度や在宅勤務制度の利用を促進し、職員一⼈ひとりのニーズ
に応じた働き方を支援します。また、フレックスタイム制や勤務間インターバルの導
入、各種休暇制度の拡充を検討し、より柔軟で効率的な勤務環境の整備を目指しま
す。 

【所属⻑】 
職場内での柔軟な働き方を積極的に支援し、職員が自分のライフスタイルや家庭

環境に合わせた勤務ができるよう配慮します。時差出勤や在宅勤務を適切に活用
し、業務の効率化と職員の負担軽減を図ります。また、職場内での協力体制を強化
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し、職員が柔軟な勤務時間や場所で業務を遂行できるよう、配慮ある対応を行いま
しょう。 

 
【全職員】 

職員アンケートにおいて、柔軟な働き方に資する制度である「時差出勤」及び「在
宅勤務」制度について、両制度導入（令和２年度（２０２０年度））以降に一度でも
利用したことのある職員の割合を調査したところ、時差出勤は事務職では４９．２％
（全職員では３９．９％）、在宅勤務は同じく事務職では４０．２％（全職員では２
５．５％）という結果でした。今後も業務の標準化、自動化等により、⼈でなければ
できない仕事であるのかどうかや、窓口対応の交代制の検討など、業務の見直しを進
め、柔軟な働き方の選択肢を積極的に活用できるようにし、自己のライフスタイルや
家庭環境に合った勤務ができるよう努めましょう。なお、各制度を利用する際は、業
務の遂行に支障をきたさないようお互い配慮し合い、周囲の理解と協力を得られる
ようにコミュニケーションを大切にし、職場全体で柔軟な働き方を尊重し合う文化
を醸成しましょう。 

 

３．地域における子育てへの貢献                 
（関連する法律・計画：次世代法、宝塚市たからっ子「育み」プラン） 

地域において市職員・市役所が期待される役割を果たしましょう。  
                     

（１）子ども・子育てに関する地域貢献活動  
ア．地域活動への貢献 

【全職員】 
社会全体で子育てを支援することができるよう、職員は、住んでいる地域における

子どもの健やかな育成を支援する活動へ積極的に参加しましょう。 
 

イ．安全で安心な子育て環境づくりへの支援 
【全職員】 

職員は、公用車を運転する際には、公用車が「アトム１１０番連絡車」として運
行されていることを念頭に置き、運転中には安全運転を心掛けるともに、子どもが
助けを求めてきた際には安全を確保しましょう。 
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市では、「アトム１１０番防犯パトロール車」による⻘⾊防犯パトロールの実施、
助けを求めてきた子どもの一時保護・通報を行う「アトム１１０番連絡所」、自治会・
ＰＴＡ等が地域の防犯パトロールを行う「アトム防犯パトロール」、学校園等におけ
る防犯訓練等の実施、地域団体が新規に設置する防犯カメラの購入費の一部補助な
ど、市内において子どもを迷惑行為、犯罪行為などの様々な危険から守る取組を引き
続き行います。 

 

ウ．子育てバリアフリー 
【全職員】 

子どもを連れた⼈が安心して来庁できるよう、ハード面でのバリアフリーだけで
はなく、応接応対等ソフト面でのバリアフリーに取り組みましょう。 

市では、施設面においては、市内の公共施設における授乳室の設置、乳幼児を連れ
た⼈を優先する駐車スペースの設置を引き続き行うとともに、授乳やおむつ交換が
できる「赤ちゃんの駅」について、公共施設・⺠間事業所への設置を引き続き推進し
ます。また、市内で開催されるイベントへの「移動式赤ちゃんの駅」テントの貸出し
や、路線バスへの超低床ノンステップバスの導入促進等、子育て世代が安心して安全
に生活できるように子育てバリアフリー環境の整備に努めます。 

 【人事担当課】 
子どもを連れた⼈も安心して来庁できるよう、接遇研修等を通じて、親切丁寧な応

対を推進します。 
 

４．女性活躍推進、男女共同参画社会をめざして 
（関連する法律・計画：女性活躍推進法、第３次宝塚市男女共同参画プラン） 

昨今の多様化する住⺠ニーズに対応していくためには、政策の立案・決定において男性ととも

に女性の視点や感覚も生かした行政経営を進めていくことが求められます。女性活躍を一層
推進し、誰もが個性と能力を発揮し、活躍できる職場をめざしましょう。 
 

（１）女性職員の活躍推進の取組  
 ア．意識啓発 

【人事担当課】 
女性職員の活躍推進には、固定的な性別役割分担意識の解消、男女問わず出産・育

児・介護などのライフイベントに向き合いながら、当たり前に働き続けることができ



24 

る柔軟な働き方の構築、また⻑時間勤務の是正などの働き方改革の推進が必要です。
組織全体で女性活躍を推進する必要性について、新任職員研修や各種講演会で啓発
に努めます。   

   

【所属⻑】 
管理職員は、自らがロールモデルとなるように、各種制度や休暇等を活用し、家庭

生活へ積極的に関わるようにしましょう。 

【全職員】 
女性活躍の意義を理解したうえで、男女問わず個性、能力が発揮できる職場の雰囲

気づくりに努めましょう。 
 

以上の取組を通して、平均勤続年数の目標を以下のとおり設定します。 
 

【目標設定】平均勤続勤務年数（平均）の男女の差異  

 勤続年数・平均 
（令和６年度末時点） 

目  標 

女性 １４年３か月 
男女同水準となるようにする 

男性 １５年６か月 

 
（２）女性職員のキャリアアップ支援 

ア．女性の管理的地位への積極的な登用とキャリアアップ支援について 
【人事担当課】 

採用時は女性が５割に達しようとしているにもかかわらず、現在、係⻑級昇格  
選考において、対象となる年代は、結婚、子育て期にかかる職員が多くを占め、特に
女性の受験者が男性に比べ圧倒的に少ないのが現状です。 

女性職員の積極的な管理職登用を図るため、職員の意欲と能力の把握に努めると
ともに、各種研修機関が行う女性職員研修への派遣を推進し、女性リーダーの育成と
キャリアアップを支援します。また、キャリア研修の実施により、育児・介護等と仕
事を両立させて活躍している先輩職員の経験やアイデアを職員に紹介するなど、職
員が自身のワーク・ライフ・バランスを含めたキャリア形成のイメージを持てるよ
う、広く情報発信を行い、女性職員の昇任意欲の向上を目指します。 
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また、健康上の課題は男女問わず全ての⼈が抱える可能性がありますが、男性に比
べて女性の方が、性ホルモンの変化による影響が生じやすいなどといった性差によ
り、健康上の課題の現れ方に差があります。特に女性については健康上の課題による
就労への影響が大きく、昇格や管理職になることを断念するなどのキャリア形成の
妨げにもなっています。このため、女性の健康上の特性について、職場での周知・理
解啓発に努めます。 

以上の取組を通して、管理職に占める女性割合及び新規採用者女性割合について、
目標を以下のとおり設定します。 
 

【目標設定】管理職に占める女性割合／採用者に占める女性割合 

 令和６年度実績 目 標 
管理職に占める女性の割合 

（令和 7 年 4 月 1 日時点） 
20.7％ 30.0％ 

採用者に占める女性の割合 

（令和７年３月３１日時点） 
64.1％ 50.0% 

 

Ⅳ. 計画の実効性を担保するための進捗管理 

行動計画において、定期的な周知徹底を図るとともに、目標を設定した項目を中心として、
進捗管理の状況を公表し、適宜、行動計画の推進に当たって必要な見直しを図ります。 

計画に掲げた取組には、周囲の職員の負担が増すものや、社会一般に深く根付いている意
識に関わるものもあります。しかし、次代を担う子どもたちを育成するため、また、真に仕
事と子育てを両立できる環境をつくるため、誰もが自分自身に関わることとして捉え、互い
に支え合い、助け合いながら、一体となって取り組んでいきましょう。 
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【別紙2】

令和８年４月現在

　休暇、休業等の勤務上の諸制度 　給付や手当の諸制度

育児短時間勤務制度の利用

　　育児参加休暇　（有給） 　　育児参加休暇　（有給）

　　（第一子の場合を除く）

子の看護等休暇　（中学校就学前の子が１人の場合は５日間、２人以上の場合は１０日間・有給）

時間外勤務の免除

深夜勤務の免除及び時間外勤務の制限

共済組合の掛金免除（育児休業期間）

 家族出産費

 出産祝金 入学祝金

 育児誌配布

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　なお、共済組合の掛金免除は、出産日翌日より８週後から１０週後まで（育児休業に入るまで）の間は
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　適用されません。

※ 育児休業手当金〔特例〕　１歳の誕生日までに保育所への入所申し出を行ったが、希望する保育所に入所できない場合等に支給されます。

・この内容は、共済組合員でのモデルケースを示したものです。
　適用される社会保険制度や配偶者の扶養状況、出産の時期などの条件により、多少異なる場合があります。

出生サポート休暇

（有給）

誕   生
小学校

入　学
２歳

育児部分休暇（無給）
※小学３年生まで

３歳１歳６か月１歳

育児時間　（有給)
部分休業　（無給）

出産日翌日
より8週後

育児休業支援手当金

配偶者妊娠

育児休業手当金

出産補助休暇（有給）

予定日含む
8週前

予定日 ３歳

育児休業　（無給）

出産日翌日
より8週後

１歳６か月１歳 小学校入学

育児時短勤務手当金

※育休手当金〔特例〕

配偶者

妊　娠

２歳誕　生

予定日含む
8週前

予定日

部分休業　（無給）

男性職員の⼦育てに係る⽀援制度概要

看護休暇 （１０日間は有給、２０日間は無給）



令和８年４月現在

　休暇、休業等の勤務上の諸制度 　給付や手当の諸制度

育児短時間勤務制度の利用

子の看護等休暇　（中学校就学前の子が１人の場合は５日間、２人以上の場合は１０日間・有給）

時間外勤務の免除

深夜勤務の免除及び時間外勤務の制限

育児休業支援手当金

 出産祝金 入学祝金

 育児誌配布

共済組合の掛金免除（産前産後・育児休業期間）

※ 育児休業手当金〔特例〕　１歳の誕生日までに保育所への入所申し出を行ったが、希望する保育所に入所できない場合等に支給されます。

☆　女性職員の出産（多胎の場合）・・・産前休暇が予定日の１４週前から、産後休暇が出産日の翌日から１０週後までとなります。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　なお、共済組合の掛金免除は、出産日翌日より８週後から１０週後まで（育児休業に入るまで）の間は　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　なお、共済組合の掛金免除は、出産日翌日より８週後から１０週後まで（育児休業に入るまで）の間は ・この内容は、共済組合員でのモデルケースを示したものです。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　適用されません。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　適用されません。   適用される社会保険制度や配偶者の扶養状況、出産の時期などの

  条件により、多少異なる場合があります。

産前休暇

２歳

部分休業　（無給）

誕   生

予定日含む
14週前

小学校入学予定日

育児部分休暇（無給）
※小学３年生まで

入　学

小学校
誕   生 １歳 ３歳１歳６か月

３歳

予定日

予定日

育児時間　（有給)

３歳

出産日翌日
より8週後

産後休暇　（有給） 育児休業　（無給）

 出産費

予定日含む６週前

妊　娠

共済組合の掛金免除共済組合の掛金免除

出産日翌日
より10週後

出産日翌日
より8週後

１歳誕　生

育児休業

１歳６か月出産日翌日
より8週後

妊　娠

通勤緩和休暇

予定日含む
8週前

産後休暇

（有給）

産前休暇　（有給）

通院休暇

深夜勤務及び

時間外勤務の制限

妊娠障害休暇

育児時短勤務手当金

出生サポート休暇

（有給）

妊　娠
予定日含む

8週前

（有給）

（有給）

２歳

育児休業手当金

※育休手当金〔特例〕

⼥性職員の出産、⼦育てに係る⽀援制度概要

看護休暇 （１０日間は有給、２０日間は無給）


